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令和６年度　市民税・県民税　申告の手引き

◎ 申告をする必要がある方

◎ 申告をする必要がない方

◎ 申告書の提出先およびお問い合わせ先

　次の①～③のすべてに該当する方は、市県民税の申告をする必要があります。

※所得税において、「給与所得以外の所得が20万円以下」または「公的年金等の収入金額が400万
円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下」のときは、確定申告を
する必要はありませんが、市県民税においては申告をする必要があります。

　次に該当する方は、市県民税の申告をする必要はありません。
※その場合、お手数ですがその旨をご連絡ください。

①令和６年１月１日に福岡市内に住所があった
②令和５年中（令和５年１月１日～令和５年12月31日）に所得があった
③下記の「申告をする必要がない方」に該当しない

１．所得税の確定申告書を提出された方
２．給与所得および公的年金等に係る所得のみの方
　ただし、下記の場合は申告が必要です。
・社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除などを受ける
・勤務先から福岡市に給与支払報告書が提出されていない
・令和５年中途で退職し、年末調整を受けていない

３．合計所得金額が43万円以下の方
　ただし、非課税証明書の基礎資料となるとともに、国民健康保険や保育所等の関係部
署への収入状況報告が不要になりますので、申告書の提出にご協力ください。
※記載については、13頁の「9 その他」をご覧ください。

◎市県民税の申告書はオンラインで提出できます！
＜オンラインで申告書を作成・税額の計算＞

＜オンラインで提出＞
①・②のどちらかを電子申請システムでご提出ください。
①上記の税額試算ページで作成した申告書などの画像データ
②手書きの申告書などをスマホのカメラで写した画像データ

＜オンラインで提出できない方＞
　郵送による提出にご協力ください。（同封の返信用封筒をご活用ください。）

令和６年１月１日現在の住所地の区役所課税課市民税係
区　　名 電話番号 所　　在　　地

東　区役所課税課 092-645-1026 〒812-8653  東区箱崎2丁目54番1号
博多区役所課税課 092-419-1027 〒812-8512  博多区博多駅前2丁目8番1号
中央区役所課税課 092-718-1038 〒810-8622  中央区大名2丁目5番31号
南　区役所課税課 092-559-5041 〒815-8501  南区塩原3丁目25番1号
城南区役所課税課 092-833-4032 〒814-0192  城南区鳥飼6丁目1番1号
早良区役所課税課 092-833-4320 〒814-8501  早良区百道2丁目1番1号
西　区役所課税課 092-895-7017 〒819-8501  西区内浜1丁目4番1号

申告書の作成・税額試算はこちら↓

オンライン提出はこちら↓

 福岡市 税額試算 検 索

 福岡市 市民税 オンライン 検 索



2

記  載  例

４
〜
６
頁
参
照

４
頁
参
照

６
〜
９
頁
参
照

福岡　太郎

福岡　太郎 本人

フクオカ　タロウ

800,000
2,100,000

150,000
1,000,000

1,150,000

26　　4　　　1

１２３４５６７８９０１２中央
5　**   **

福岡市中央区天神 1丁目 8番 1号
090 **** ****

【給与所得の計算】

給与収入800,000－給与所得控除550,000＝250,000（ア）

給与所得と公的年金等に係る雑所得があるため、

所得金額調整控除②の適用あり（4～ 5頁参照）

所得金額調整控除額＝（100,000＋100,000）－100,000＝100,000（イ）

（ア）250,000－（イ）100,000＝150,000（給与所得）→⑦

福岡　花子 身体１
２３４５６７８９０１２３

26   9   1

身体４

０

７



3

９
〜
11
頁
参
照

12
頁
参
照

13
頁
参
照

180,000 15,000 57,500
107,500

380,000

95,000

475,000

10,500

15,000

60,00050,000
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１　住所・氏名・職業等

２　所得金額

　右上の「個人番号」欄にマイナンバーカードのマイナンバー（個人番号12桁）を転記してくだ
さい。※死亡された方の個人番号の記載は不要です。
　令和６年１月１日現在の住所、携帯または自宅の電話番号、住民票の住所（住所と異なる場合
記載）、フリガナ・氏名、生年月日、世帯主の氏名および世帯主との続柄、職業または勤務先
名、勤務先または営業地の電話番号、自営業の場合の屋号等を記入してください。

申告書に記載された申告者ご本人のマイナンバーについて本人確認を行うため、「身元確認
書類」および「マイナンバーが確認できるもの」の提示または写しの添付が必要です。

「身元確認書類」:マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、在留カード、保険証　等
「マイナンバーが確認できるもの」：マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票の写し　等

※同一生計配偶者や扶養親族などの「身元確認書類」および「マイナンバーが確認できるもの」は不要です。

令和５年１月１日から令和５年12月31日までの状況を記入してください。

給料、賃金、賞与などによる所得です。収入金額を⑫に、所得金額を⑦に記入してください。
※収入金額は、令和５年中に収入することが確定した金額で、手取り額ではなく所得税などが差し引か
れる前の金額を記入してください。
※勤務先からの源泉徴収票がある方は、源泉徴収票の「支払金額」欄の数値を記入するとともに、その
源泉徴収票の写しを申告書２頁裏面に添付してください。
※源泉徴収票がない方は、申告書１頁裏面「9 その他」の収入状況欄に各月ごとの収入状況を記入し
てください。

給与所得

給与所得の計算表（令和６年度）
給与等の収入金額 給与所得の金額

～   550,999 円 0 円
551,000 円 ～ 1,618,999 円 収入金額－550,000 円
1,619,000 円 ～ 1,619,999 円 1,069,000 円
1,620,000 円 ～ 1,621,999 円 1,070,000 円
1,622,000 円 ～ 1,623,999 円 1,072,000 円
1,624,000 円 ～ 1,627,999 円 1,074,000 円
1,628,000 円 ～ 1,799,999 円 収入金額÷４

（千円未満の端数切捨て）
=Ａ

Ａ×2.4＋100,000 円
1,800,000 円 ～ 3,599,999 円 Ａ×2.8－ 80,000 円
3,600,000 円 ～ 6,599,999 円 Ａ×3.2－440,000 円
6,600,000 円 ～ 8,499,999 円 収入金額×0.9－1,100,000 円
8,500,000 円 ～ 収入金額－1,950,000 円

●所得金額調整控除
次の①または②に該当する場合は、所得金額調整控除が適用されます。
上記の表の「給与所得の金額」から所得金額調整控除額を引いた額を⑦に記入してください。
①給与等の収入金額が850万円を超え、次の(1) ～ (3)のいずれかに該当する場合
⑴本人が特別障害者に該当する
⑵特別障害者である同一生計配偶者もしくは前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有
する
⑶23歳未満の前年の合計所得金額が48万円以下の生計を一にする親族を有する

所得金額調整控除額 ＝（給与等の収入金額（※）－ 850万円）×10％
※給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の所得金額調整控除額は15万円となります。

※扶養親族以外で(2)または(3)に該当する方がいる場合は、申告書１頁裏面「８　所得金額調整控除に関
する事項」欄も記入してください。
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雑所得

その他の所得

公的年金等に係る雑所得の計算表（令和６年度）
年　齢 公的年金等の収入金額（Ａ） 公的年金等に係る雑所得の金額

６５歳未満
昭和34年１月２日
以後に生まれた方

～ 1,299,999 円 Ａ－600,000 円
1,300,000 円 ～ 4,099,999 円 Ａ×75％－275,000 円
4,100,000 円 ～ 7,699,999 円 Ａ×85％－685,000 円
7,700,000 円 ～ 9,999,999 円 Ａ×95％－1,455,000 円
10,000,000 円 ～ Ａ－1,955,000 円

６５歳以上
昭和34年１月１日
以前に生まれた方

 ～ 3,299,999 円 Ａ－1,100,000 円
3,300,000 円 ～ 4,099,999 円 Ａ×75％－275,000 円
4,100,000 円 ～ 7,699,999 円 Ａ×85％－685,000 円
7,700,000 円 ～ 9,999,999 円 Ａ×95％－1,455,000 円
10,000,000 円 ～ Ａ－1,955,000 円

※公的年金等に係る雑所得以外の所得が1,000万円を超える場合、計算方法が変わります。

●公的年金等
　　年金、恩給などによる所得です。収入金額を⑬に、所得金額を⑧に記入してください。

※源泉徴収票がある方は、源泉徴収票の「支払金額」欄の数値を記入するとともに、その源泉徴収票の写しを
申告書２頁裏面に添付してください。

●業務
　原稿料、講演料またはシェアリングエコノミーもしくは食料品の配達などの副収入による
所得です。

収入金額  － 必要経費  ＝ 業務に係る雑所得金額

●その他
　　個人年金などで、ほかの所得に当てはまらない所得です。

収入金額  － 必要経費  ＝ その他の雑所得金額

●営業等所得
　卸売業、小売業、飲食店業、サービス業など営業から生じる所得のほか、医師、弁護士、
外交員、大工などの事業から生じる所得です。

収入金額  － 必要経費  ＝ 営業等所得金額

※必要経費…商品の原価、給料・賃金、地代・家賃、修繕費、減価償却費など
※収支内訳書（一般用）を作成し、次のとおり申告書に転記してください。
なお、収支内訳書（一般用）は申告書に添付してください。
　「Ａ　収入金額」欄…収支内訳書（一般用）の収入金額の計の金額
　「Ｂ　必要経費」欄…収支内訳書（一般用）の売上原価の差引原価と必要経費の経費計

および専従者控除の合計金額
　「 所 得 金 額 」欄…収支内訳書（一般用）の所得金額の金額

所得金額調整控除額 ＝
（給与所得（10万円を限度）＋ 公的年金等に係る雑所得（10万円を限度））－10万円

※①にも該当する場合は、①の控除後の金額から控除します。

②給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が10万円
を超える場合
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●不動産所得
　地代、家賃などによる所得です。

　　 収入金額  － 必要経費  ＝ 不動産所得金額

※必要経費…固定資産税、損害保険料、修繕費、管理費、減価償却費など
※収支内訳書（不動産所得用）を作成し、次のとおり申告書に転記してください。
　なお、収支内訳書（不動産所得用）は申告書に添付してください。
　「Ａ 収入金額」欄…収支内訳書（不動産所得用）の収入金額の計の金額
　「Ｂ 必要経費」欄…収支内訳書（不動産所得用）の必要経費の経費計および専従者控除の
 合計金額
　「 所得金額 」欄…収支内訳書（不動産所得用）の所得金額の金額

●一時所得
　生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などによる所得です。

　　 収入金額  － 必要経費  － 特別控除額  ＝ 一時所得金額

※必要経費…収入を得るために支出した金額
※特別控除額…収入金額から必要経費を差し引いた金額と50万円のいずれか少ない額
※所得金額欄⑩には、所得金額欄ウにおける金額を２分の１した金額を記入してください。

上記以外の所得については、１頁記載の区役所課税課までお問い合わせください。

　前年の12月31日（年の中途で死亡された場合は、その死亡日）の現況において、７頁の図の
①～③のいずれかに該当する場合は各控除が適用されますので、次の必要事項を記入し、該当事
項を○で囲んでください。
　※配偶者が他の者の扶養親族、事業専従者である場合は除かれます。

【７頁の図の①または②に該当する場合】
　配偶者氏名、生年月日、同居・別居の別（別居の場合は申告書１頁裏面「７ 別居の同一生計配偶者・
扶養親族に関する事項」にも氏名および住所を記入）、配偶者の合計所得金額、配偶者のマイナン
バー（個人番号）。※死亡された方の個人番号の記載は不要です。
　配偶者の合計所得金額が48万円以下で、８頁の障害者控除が適用になり特別障害者に該当する
場合は、障害者区分の「ア特別」（特別障害者のうち、８頁の同居特別障害者に該当する場合は「１.同
居特別障害者に該当」も○で囲んでください。）とその障がいの種類と等級、普通障害者に該当する
場合は「イ普通」とその障がいの種類と等級。

【７頁の図の③に該当する場合】
　図の①または②に該当する場合の項目に加え、同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の□
に を記入してください。

３　所得から差し引かれる金額に関する事項

配偶者控除　配偶者特別控除　同一生計配偶者
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※ここでいう「配偶者」とは、民法の規定による配偶者をいい、いわゆる内縁の夫または妻は除か
れます。

同一生計配偶者…あなたと生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円以下の人（下図①・③）
控除対象配偶者…あなたの合計所得金額が1,000万円以下、かつ、あなたと生計を一にする配偶者で、

合計所得金額が48万円以下の人（下図①）
配 偶 者 控 除…あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者の合

計所得金額が48万円以下の場合に受けられる控除
配偶者特別控除…あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、あなたと生計を一にする配偶者の合

計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合に受けられる控除

用語の説明

48 133

○ 配偶者控除額

あなたの合計所得金額 一般の控除対象配偶者
（70歳未満（昭和29年１月２日以降生）の方）

老人控除対象配偶者
（70歳以上（昭和29年１月１日以前生）の方）

900 万円以下 33万円 38万円
900 万円超  950 万円以下 22万円 26万円
950 万円超1,000 万円以下 11万円 13万円

○ 配偶者特別控除額
あなたの合計所得金額 配偶者の合計所得金額 控除額

900万円以下

48万円超100万円以下 33万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 26万円
110万円超115万円以下 21万円
115万円超120万円以下 16万円
120万円超125万円以下 11万円
125万円超130万円以下 6万円
130万円超133万円以下 3万円

900万円超  950万円以下

48万円超100万円以下 22万円
100万円超105万円以下 21万円
105万円超110万円以下 18万円
110万円超115万円以下 14万円
115万円超120万円以下 11万円
120万円超125万円以下 8万円
125万円超130万円以下 4万円
130万円超133万円以下 2万円

950万円超  1,000万円以下

48万円超105万円以下 11万円
105万円超110万円以下 9万円
110万円超115万円以下 7万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超125万円以下 4万円
125万円超130万円以下 2万円
130万円超133万円以下 1万円
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○ 扶養控除額（１人につき）
扶養親族 要　　件 控除額

年少扶養親族 平成20年１月２日以降生まれ 0円
特定扶養親族 平成13年１月２日から平成17年１月１日生まれ 45万円
老人扶養親族 昭和29年１月１日以前生まれ 38万円
同居の父母など ※同居…あなたやあなたの配偶者のいずれかとの同居を常としている場合 45万円
一般扶養親族 上記以外の扶養親族 33万円

○ 障害者控除額（１人につき）
障害の種類 要　　件 控除額
特別障害者 上記のとおり 30万円
同居特別障害者 ※同居…あなたやあなたと生計を一にする親族のいずれかとの同居を常としている場合 53万円
普通障害者 特別障害者以外の障害者 26万円

　前年の12月31日（年の中途で死亡された場合は、その死亡の日）の現況において、あなたと
生計を一にする親族の前年の合計所得金額が48万円（給与のみの場合は収入金額が103万円）以
下の場合に適用されますので、扶養親族欄の次の必要事項を記入し、該当項目を○で囲んでくだ
さい。
　※親族が他の者の扶養親族、事業専従者である場合は除かれます。
　扶養親族の氏名、マイナンバー（個人番号）、生年月日、あなたとの続柄、同居・別居の別（別
居の場合は申告書１頁裏面「７ 別居の同一生計配偶者・扶養親族に関する事項」にも氏名および
住所を記入）。※死亡された方の個人番号の記載は不要です。
　扶養親族に下記の障害者控除が適用になり、特別障害者に該当する場合は障害者区分の「ア特別」
（特別障害者のうち、下記の同居特別障害者に該当する場合は「１.同居特別障害者に該当」も○
で囲んでください。）とその障がいの種類と等級、普通障害者に該当する場合は「イ普通」とその
障がいの種類と等級。

　あなたの配偶者（配偶者特別控除の対象の配偶者は除く。）または扶養親族が前年12月31日（年
の中途で死亡された場合は、その死亡日）の現況において、次の障害者に該当する場合は、障害
者控除が適用されます。

扶養控除

配偶者または扶養親族が障害者の場合

本人該当事項

用語の説明
※ここでいう「親族」とは、民法の規定に従い、６親等内の血族および３親等内の姻族をいいます。
姻族…配偶者の血族および自己の血族の配偶者をいい、例えば配偶者が前夫（前妻）との間に生ま

れた子を有する場合、その子は１親等の姻族に該当することとなり、生計を一にするなど一
定の要件を満たす場合には、扶養控除の対象となる扶養親族に該当することになります。

用語の説明
障害者…身体障害者手帳に身体上の障がいがある旨の記載がされている方、精神保健指定医などの判

定により知的障がいとされた方、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方など
特別障害者…障害者のうち重度の障がいがある方で、身体障害者手帳に記載されている身体上の障がい

の程度が１級または２級である方、重度の知的障がいと判定された方、精神障害者保健
福祉手帳に記載されている障がいの等級が１級の方など

●障害者控除
　あなたが前年12月31日の現況において、上記「用語の説明」の障害者に該当する場合に
適用されますので、本人該当事項欄の障害者該当項目を○で囲み、次の必要事項を記入して
ください。

特別障害者→「特別障害者」とその障がいの種類と等級
普通障害者→「普通障害者」とその障がいの種類と等級
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○ 障害者控除額
障害の種類 要　　件 控除額
特別障害者 ８頁のとおり 30万円
普通障害者 特別障害者以外の障害者 26万円

●寡婦・ひとり親控除
　あなたが前年12月31日の現況において、次の寡婦またはひとり親に該当する場合に適用さ
れますので、本人該当事項欄の該当項目を○で囲み、事実発生年月日を記入してください。

○ 寡婦・ひとり親控除額
種類 要　　件 控除額

寡婦控除 上記のとおり 26万円
ひとり親控除 上記のとおり 30万円

●勤労学生控除
あなたが前年12月31日の現況において、学生や生徒で前年の合計所得金額が75万円以下で

あり、そのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合に適用されますので、本人該当
事項欄の勤労学生欄を○で囲み、学校名を記入してください。
○ 勤労学生控除額

要　　件 控除額
上記のとおり 26万円

　あなたやあなたと生計を一にする総所得金額等が48万円以下の配偶者・その他の親族が前年中
に災害や盗難、横領により資産に損害を受けた場合に適用されますので、雑損控除欄に次の必要
事項を記入してください。

損害の原因 震災・風水害・火災・盗難・横領など
損害年月日 損害を受けた日
損害を受けた資産の種類 住宅・家財・衣類・現金など

損害金額
損害を受けたときの時価、または損害を受けた資産が家屋などの減
価資産である場合には、その損失が生じた日にその資産の譲渡があっ
たものとみなして計算される取得費相当額のいずれかの金額

保険金等からの補てん額 損害により支払いを受ける損害保険金や損害賠償金などの金額
差引損失金額 損害金額－保険金等からの補てん額

災害関連支出金額 当該災害等に関連してやむを得ない支出をした金額

○ 雑損控除額
※次の①②の算式で求めた金額のうち、いずれか多い方の金額

り災証明書や保険金の支払明細書などを添付または提示してください。

用語の説明
寡婦…次の①または②のいずれかに該当する方をいいます。

①夫と死別後婚姻していない、または夫が生死不明で前年の合計所得金額が500万円以下
②夫と離婚後に婚姻しておらず、子以外の扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円
以下

ひとり親…次の①～③のすべてに該当する方をいいます。
①配偶者と死別、離婚後に婚姻していない、配偶者が生死不明、または未婚である
※住民票に「未届の妻（夫）」その他これに準ずる記載がある場合を除く
②前年の合計所得金額が500万円以下
③前年の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子（他の者の扶養親族である場合は除
かれます。）を有する

４　所得から差し引かれる金額に関する事項（つづき）

雑損控除

①「差引損失金額」－（「総所得金額等」×１０％）
②「災害関連支出金額」－５万円
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①通常の医療費控除
あなたやあなたと生計を一にする配偶者・その他の親族のために前年中に支払った医療費

等がある場合に適用されますので、医療費控除欄（①通常の医療費控除）に次の必要事項を
記入してください。

支払った医療費等 医師・歯科医師などに支払った診療費、治療費、公共
交通機関を利用した通院費、病院などの入院費など

保険金等から補てんされた金額 健康保険組合などから補てんを受ける療養費、分娩費や
生命保険契約等に基づき支払いを受ける入院給付金など

○医療費控除額（①通常の医療費控除）

支払った医療費等　－　保険金等から補てんされた金額
－（「⑪所得金額の合計」の５％または10万円のいずれか少ない額）

※限度額200万円

②セルフメディケーション税制
健康の保持増進および疾病の予防への取組みとして一定の取組み（特定健康診査や予防接

種、がん検診等）を行っている方で、前年中にあなたやあなたと生計を一にする配偶者・そ
の他の親族のために特定一般用医薬品（※）等購入費を支払った場合には、医療費控除を受
けることができます。
※医療用から転用されたドラッグストア等で購入できる医薬品。対象となる医薬品は厚生労働省のホーム
ページに掲載されているほか、医薬品のパッケージ等に対象であることが表示されているものもあります。

支払った医療費等 特定一般医薬品等の購入費
※一定の取組みにかかった費用は含みません。

保険金等から補てんされた金額 健康保険組合や生命保険契約等から補てんを受ける金額

○医療費控除額（②セルフメディケーション税制）
支払った医療費等　－　保険金等から補てんされた金額　－　12,000円
※限度額88,000円

医療費控除　（①もしくは②のいずれか一方）

医療機関・薬局ごとの集計表（明細書）を添付してください。（ただし、一定の要件を満たし
た医療費通知（※）を添付すると、明細の記入を省略できます。）

社会保険料控除
　あなたやあなたと生計を一にする配偶者・その他の親族が負担することになっている社会保
険料（国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料、介護保険
料など）をあなたが前年中に支払った場合に適用されますので、社会保険料控除欄に実際に支
払った金額を記入してください。（配偶者・その他の親族が負担することになっている社会保険
料のうち、配偶者・その他の親族が給与・年金から差し引かれた社会保険料は除かれます。）
　　保険料等の支払いをした旨を証する書類を添付または提示してください。

小規模企業共済等掛金控除

　　小規模企業共済等掛金の支払いをした旨を証する書類を添付または提示してください。

※医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の６項目が記載されたもの
被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、
被保険者等が支払った医療費の額、保険者等の名称

医療費の領収書の添付または提示は必要ありません。ただし、明細書の記入内容の確認のため、領収書
（医療費通知に記載されているものを除きます。）の提示または提出を求める場合がありますので、申告
から５年間、領収書はご自宅等で保管してください。

　あなたが前年中に小規模企業共済制度および心身障害者扶養共済制度に基づく掛金または確定
拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金および個人型年金加入者掛金を支払った場合に
適用されますので、小規模企業共済等掛金控除欄に実際に支払った金額を記入してください。
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生命保険料控除

地震保険料控除

新生命保険 新契約の一般生命保険料の支払合計額
旧生命保険 旧契約の一般生命保険料の支払合計額
介 護 医 療 介護医療保険料の支払合計額
新個人年金 新契約の個人年金保険料の支払合計額
旧個人年金 旧契約の個人年金保険料の支払合計額

　控除額は、一般の生命保険・介護医療・個人年金それぞれ保険契約を締結した年ごとに個別に
計算した控除額の合計額となります。（※限度額70,000円）
　一般の生命保険・個人年金について新契約と旧契約の両方で控除の適用を受ける場合、旧契約
の控除額と新契約の控除額の上限は28,000円となります。ただし、旧契約の控除額が28,000円
を超える場合は35,000円を限度に旧契約のみ控除を受けることができます。

　あなたやあなたと生計を一する配偶者・その他の親族が所有している家屋・家財の保険や共済
を目的とし、かつ、地震等を原因とする火災等による損害により保険金または共済金が支払われ
る地震保険契約等について、あなたが前年中に保険料や掛金を支払った場合に適用されますので、
地震保険料控除欄に次のとおり記入してください。

地 震 保 険 地震保険料の支払合計額
旧長期損害保険 旧長期損害保険料の支払合計額
　※旧長期損害保険：平成18年末までに締結した、保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの

　控除額は、地震保険・旧長期損害保険それぞれ個別に計算した控除額の合計額となります。
　（※限度額25,000円）
　１つの契約で地震保険と旧長期損害保険の両方がある場合は、どちらか有利な方を選択できます。

※新契約：平成24年１月１日以降に
　　　　　契約したもの
※旧契約：平成23年12月31日以前に
　　　　　契約したもの

○ 生命保険料控除額　※介護医療は新契約の表で計算
保険料の支払額 生命保険料控除額

約
契
旧

15,000 円以下 支払額の全額
15,000 円超 40,000 円以下 支払額×1/2＋ 7,500円
40,000 円超 70,000 円以下 支払額×1/4＋17,500円
70,000 円超 35,000円（限度額）

約
契
新

12,000 円以下 支払額の全額
12,000 円超 32,000 円以下 支払額×1/2＋ 6,000円
32,000 円超 56,000 円以下 支払額×1/4＋14,000円
56,000 円超 28,000円（限度額）

保険料の支払いをした旨を証する書類を添付または提示してください。
※平成23年12月31日以前に締結した保険契約（旧契約）等で年間保険料が9,000円以下のものと、年
末調整の際に控除を受けたものは添付または提示の必要はありません。

○ 地震保険料控除額
保険料の支払額 地震保険料控除額

地震保険
50,000 円以下 支払額×1/2

50,000 円超 25,000円（限度額）

旧長期
損害保険

5,000 円以下 支払額の全額
 5,000 円超 15,000 円以下 支払額×1/2＋2,500円
15,000 円超 10,000円（限度額）

保険料の支払いをした旨を証する書類を添付または提示してください。
※年末調整の際に控除を受けたものは添付または提示の必要はありません。

　受取人をあなたや配偶者・その他の親族とする生命保険契約、介護医療保険契約または個人年金
保険契約があり、あなたが前年中にその保険料や掛金を支払った場合に適用されますので、生命
保険料控除欄に次のとおり記入してください。
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　あなたの前年中の合計所得金額により、基礎控除が適用されます。
※申告書に記載欄はありません。

○ 基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円

※合計所得金額が2,400万円を超える場合、基礎控除額が変わります。

　あなたが前年中に寄附金を支払った場合に適用されますので、それぞれの寄附先（区分）ごと
に支払合計額を記入してください。

○控除の対象となる寄附金
ア 地方公共団体に対する寄附金（特例控除対象）…Ａ欄に記入
イ 福岡県共同募金会、日本赤十字社福岡県支部への寄附金のうち政令で定めるもの、
地方公共団体に対する寄附金（特例控除対象以外）…Ｂ欄に記入

ウ 福岡県・福岡市が条例で指定した寄附金…Ｃ欄またはＤ欄に記入
○控除額の計算
　下記の「１ 基本控除額」と「２ 特例控除額（特例控除対象のみ）」の合計額が算出された所
得割額から控除されます。
１　基本控除額
①上記控除の対象となる寄附金ア～ウの合計額

　いずれか少ない額＝Ａ
②総所得金額等の合計額の30％

× ８％ ＝ 個人市民税控除額
Ａ － 2,000円 　

　　　　　　　　　　　× ２％ ＝ 個人県民税控除額
２　特例控除額（特例控除対象のみ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　× 4/5 ＝ 個人市民税控除額上記控除の対象となる
寄附金アの金額 － 2,000円×（下表から求めた割合）  
　　　　　 × 1/5 ＝ 個人県民税控除額

※個人市民税・県民税控除額はそれぞれ個人市民税・県民税所得割（調整控除後）の20％を上限とします。

課税総所得金額から人的控除差調整額を控除した金額 割　合
  0 円以上   195 万円以下 84.895%

  195 万円超   330 万円以下 79.790%
  330 万円超   695 万円以下 69.580%
  695 万円超   900 万円以下 66.517%
  900 万円超 1,800 万円以下 56.307%
1,800 万円超 4,000 万円以下 49.160%
4,000 万円超 44.055%
0円未満（課税山林所得金額および課税退職所得金額を有しない場合） 90%
0円未満（課税山林所得金額および課税退職所得金額を有する場合） 地方税法に定める割合

寄附金の支払いをした旨を証する書類を添付または提示してください。

収支内訳書に記載した事業専従者について記入してください。

基礎控除

５　寄附金に関する事項

６　事業専従者欄

※申告される方が寄附者として記載されているものに限ります。
※申告書を提出する場合は、ふるさと納税ワンストップ特例がなかったものとみなされ、改めて寄附金額
の記入と、書類の添付または提示が必要です。
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　同一生計配偶者や扶養親族が別居の場合は、その氏名・住所を記入してください。

　他の方の扶養親族である等の理由により、扶養控除の対象ではないが、合計所得金額が48万円
以下の特別障害者や23歳未満の方がいる場合は、その氏名等を記入してください。

●給与収入（パート・アルバイト等）で源泉徴収票がない方
　給与収入（パート・アルバイト等）で源泉徴収票がない方は、前年中の収入状況・給与支
払者名・住所について記入してください。
●所得がない方
　所得がない方、扶養親族になっていた方は通信欄に必要事項を記入してください。
②その他の連絡事項欄には、遺族年金・障害年金で生活、雇用保険失業給付で生活など、

生活費の状況について記入してください。

●市民税・県民税が課税されない方

７　別居の同一生計配偶者・扶養親族に関する事項

８　所得金額調整控除に関する事項

９　その他

市民税・県民税について

均等割も
所得割も

課税されない方

所得割が
課税されない方

■生活保護法の規定により生活扶助を受けている方

■前年中の合計所得金額（※１）が135万円以下（給与所得者の年収に
なおすと204万 4千円未満）で次に該当する方
◆障がい者　◆未成年者　◆寡婦　◆ひとり親

■前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の方
・同一生計配偶者および扶養親族（※２）がいない方　45万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいる方
35万円×（同一生計配偶者＋扶養親族数＋本人）＋21万円＋10万円

※１ 「総所得金額」…利子所得、配当所得（申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当を除く。）、
不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、雑所得の合計額（所得に
赤字の金額がある場合は、原則として他の所得と通算した後の金額）で、損失の
繰越控除（原則として前年までの所得から差し引けなかった赤字の所得金額や
雑損控除の金額を翌年の所得から差し引くこと）後の金額。

「総所得金額等」…損失の繰越控除後の総所得金額、株式等の譲渡所得等の金額、申告分離課税を
選択した上場株式等の配当所得の金額、先物取引の雑所得等の金額、特別控除額を
控除する前の分離課税分の譲渡所得の金額、山林所得金額、退職所得金額（分離
課税分を除く。）の合計額。

「合計所得金額」…上記の総所得金額等の説明文の「損失の繰越控除後」を「損失の繰越控除前」と
読みかえたもの。

※２ 「扶 養 親 族」…16歳未満の年少扶養親族を含む。

■課税総所得金額（所得金額の合計額－所得控除額の合計額の1,000円
未満切捨て）が0円以下の方

■前年中の総所得金額等（※１）の合計額が次の算式で求めた額以下の方
・同一生計配偶者および扶養親族がいない方　45万円
・同一生計配偶者または扶養親族がいる方
35万円×（同一生計配偶者＋扶養親族数＋本人）＋32万円＋10万円

（ただし、均等割は
課税されます。）
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２　所得の種類
（１）総所得金額
事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合短期譲渡所得、総
合長期譲渡所得×1/2、一時所得×1/2、総合課税分の退職所得

（２）分離課税の所得
分離短期譲渡所得、分離長期譲渡所得、山林所得、株式等に係る譲渡所得、上場株式等の
配当所得等、先物取引に係る雑所得

※分離課税の所得がある方は、税率および申告書の様式等が異なりますので、１頁記載の区役所課税課までお問

い合わせください。

３　所得控除の種類
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地
震保険料控除、障害者控除、勤労学生控除、寡婦控除、ひとり親控除、配偶者控除、配偶者
特別控除、扶養控除、基礎控除

４　税額控除の種類
調整控除、配当控除、住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、外国税額控除、配当割
額控除・株式等譲渡所得割額控除

年
税
額

市県民税

森林環境税（国税）・・・1,000円

・・・市3,000円、県1,500円均等割

所得割

※森林環境税について
令和6年度から年間1,000円を、個人市県民税とあわせて納付していただきます。
なお、市民税・県民税均等割が課税されない方（13頁参照）については、森林環境税も課税されま
せん。

課税所得金額

所
得
金
額

所
得
控
除
額

所
得
割
の
税
率

税
額
控
除
額
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